
議案第２６号 

 

会計年度任用職員制度の導入に伴う関係条例の整備に関する条例の制 

定について 

 

会計年度任用職員制度の導入に伴う関係条例の整備に関する条例を次のとおり定

める。 

 

令和元年８月２３日提出 

 

三田市長 森  哲 男    



三田市条例第  号 

 

会計年度任用職員制度の導入に伴う関係条例の整備に関する条例 

 

 （三田市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正） 

第１条 三田市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例（昭和３１年三田町

条例第３４号）の一部を次のように改正する。 

  第３条に次の１項を加える。 

 ４ 法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員に対する第１項の規定の

適用については、同項中「３年を超えない範囲内」とあるのは「法第２２条の

２第２項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。 

 （三田市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正） 

第２条 三田市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例（昭和３１年三田町条例第

３５号）の一部を次のように改正する。 

  第３条中「勤務地手当」を「地域手当」に改め、「合計額」の次に「（法第２２

条の２第１項第１号に掲げる職員については、報酬の額）」を加える。 

 （一般職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

第３条 一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年三田町条例第３５号）の一

部を次のように改正する。 

  第２４条の見出し中「非常勤職員及び臨時職員」を「非常勤職員等」に改め、

同条第１項中「及び任期付短時間勤務職員」を「、任期付短時間勤務職員及び法

第２２条の２第１項第１号に規定する会計年度任用職員」に改め、「臨時職員並び

に」を削る。 

 （職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正） 

第４条 職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例（昭和３５年三田市条例第

３０号）の一部を次のように改正する。 

  第１条中「第２６１号」の次に「。以下「法」という。」を加える。 

  第２条第２項中「地方公務員法第２８条の５第１項」を「法第２８条の５第１

項」に改め、同条第６項を同条第７項とし、同条第５項中「前４項」を「前各項」

に改め、同項を同条第６項とし、同条第４項の次に次の１項を加える。 

 ５ 法第２２条の２第１項第１号に規定する会計年度任用職員（以下「会計年度



任用職員」という。）の勤務時間は、第１項の規定にかかわらず、休憩時間を除

き、１週間当たり３７時間３０分までの範囲内につき１日７時間３０分を超え

ない範囲内で、任命権者が定める。 

  第１７条の次に次の１条を加える。 

  （会計年度任用職員の勤務時間等） 

 第１７条の２ 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等については、第２条から前

条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、任命権者が定める。 

（特別職に属する非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第５条 特別職に属する非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３７

年三田市条例第５号）の一部を次のように改正する。 

  第１条中「第２０３条の２第４項」を「第２０３条の２第５項」に改める。 

（職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

第６条 職員の育児休業等に関する条例（平成４年三田市条例第５号）の一部を次

のように改正する。 

  第７条第２項中「している職員」の次に「（地方公務員法第２２条の２第１項に

規定する会計年度任用職員を除く。）」を加える。 

第８条第１項中「した職員」の次に「（地方公務員法第２２条の２第１項に規定

する会計年度任用職員を除く。次項のおいて同じ。）」を加える。 

（公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正） 

第７条 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例（平成１４年三田市条例第１

０号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第２項第３号中「第２２条第１項」を「第２２条」に、「条件附採用」を

「条件付採用」に改める。 

（三田市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正） 

第８条 三田市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成１７年三田市条

例第３号）の一部を次のように改正する。 

  第３条各号列記以外の部分中「及び非常勤職員（法第２８条の５第１項に規定

する短時間勤務の職を占める職員を除く。）」を「、非常勤職員（法第２８条の５

第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。）及び法第２２条の２第１

項第１号に規定する会計年度任用職員」に改める。 

付 則 



この条例は、令和２年４月１日から施行する。 


